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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の変化率を指標とする、マッサージ又は
化粧料を用いる美容施術の効果の評価方法。
【請求項２】
　前記指標として、皮膚表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の第１の変化率と、そ
の後皮膚表面を加温又は冷却した場合の第２の変化率を用いる請求項１記載の評価方法。
【請求項３】
　予め、皮膚表面を安静時温度にした後、皮膚表面を冷却又は加温して第１の変化率を求
める請求項２記載の評価方法。
【請求項４】
　所定温度の液体が内部を循環するフローセルを皮膚に接触させることにより、皮膚表面
を冷却又は加温する請求項１～３のいずれかに記載の評価方法。
【請求項５】
　フローセルにセンサー部が取り付けられているレーザー血流計を用いて皮膚血流量を計
測し、その変化率を算出する請求項４記載の評価方法。
【請求項６】
　皮膚表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の変化率を指標とする、美容上の皮膚血
管応答性の評価方法。
【請求項７】
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　皮膚表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の変化率を指標とする、美容上の肌状態
の評価方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の評価方法に用いるレーザー血流計であって、皮膚にレ
ーザー光を照射する照射端子と、皮膚で散乱されたレーザー光を受光する受光端子を備え
、照射端子と受光端子が、皮膚に接触させるフローセルの一面に取り付けられており、フ
ローセルに第１温度の液体と第２温度の液体が切替えられて循環するように、第１温度の
液体の貯液槽と第２温度の液体の貯液槽が流路切替部材を介してフローセルと連通してい
るレーザー血流計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マッサージ等の美容施術の効果の評価方法に関し、特に、美容施術の長期連
用効果の評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マッサージや基礎化粧料の使用による肌状態の改善効果は、一般に、肌の艶、しっとり
感、ハリ、肌色の明るさなどで評価されるが、マッサージの効果を客観的に評価する方法
として、マッサージの施術の前後で血流量を測定する方法がある（特許文献１）。この方
法は、マッサージにより改善された体液循環状態を、血流量を指標として評価するもので
ある。
【０００３】
　一方、血流量以外の体液循環状態の指標の一つとして、医療分野では血管内皮機能が用
いられている。これは動脈硬化度を測定する方法として考案されたもので、安静時に対す
る駆血解除後の血管径増加率を％ＦＭＤ(Flow-Mediated Dilation)として測定するもので
、血管自体の機能を指標とするものである（非特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１２９７０５号公報
【非特許文献１】橋本正良、臨床医, 24(5):789-791 (1998)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、マッサージによる体液循環状態の改善は、マッサージ直後には明瞭に観
察されても、マッサージ終了後数時間もたつと肌は安静状態に戻り、血流量もマッサージ
前と同様の値となる。このことから、マッサージによる肌状態改善効果は、単にマッサー
ジ直後の血流量を上昇させることよりも、マッサージの継続による血管機能自体の亢進に
よるものと考えられる。従来、安静時の血流量自体も長期のマッサージ継続により徐々に
上昇していくことが観察されているが、この変化は僅かで、明確な差が計測されるまでに
長い期間が必要であった。そのため短期間では単に血流量を測定しても、安静時の肌状態
がマッサージによりどの程度改善されているのかを知ることはできない。
【０００６】
　駆血解除後の血管径増加率を計測する方法によれば、理論上はマッサージの継続効果を
知ることができるようにも考えられるが、駆血（圧迫して血流をとめる）という手法を、
美容マッサージの対象とする顔で行うことはできない。
【０００７】
　このようにこれまでは、顔において、マッサージの継続によって改善しているはずの血
管機能を簡便に測定する方法がなかった。
【０００８】
　一方、マッサージは、通常１ヶ月以上継続することにより、徐々に安静時の肌状態を改
善させるため、マッサージによる肌状態の改善を、なかなか本人は実感することができな
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い。そのため、本来、継続すべきマッサージが中断されてしまう場合も多い。
【０００９】
　これに対し、本発明は、マッサージや基礎化粧等によって肌に美容施術を施した場合に
、安静時の肌状態ないし血管機能の状態がどの程度改善されているかが容易にわかるよう
にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者等は、美容施術の効果確認方法について研究した結果、次の知見を得た。
(a)マッサージや基礎化粧料を用いた美容施術を継続すると、少なくとも美容施術終了後
１２時間経過している皮膚について、美容施術の継続の前後で安静時血流量に変化がみら
れない場合であっても、皮膚表面を冷却又は加温した場合に皮膚表面の血管が収縮又は弛
緩することにより変化する血流量の変化率は、美容施術の継続の前後で有意に変化する。
(b)この美容施術の継続による血流量の変化率の向上は、美容施術終了直後の一時的な肌
の亢進状態によるものではなく、冷却や温熱に対する血管応答性が高まったことに起因し
ていると考えられる。
【００１１】
　そこで、本発明者らは、この血流量の変化率を指標として、美容施術の効果、特に、美
容施術の長期連用効果を評価でき、また美容施術前後の美容上の血管応答性や肌状態を評
価できることを見出した。
【００１２】
　即ち、本発明は、皮膚表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の変化率を指標とする
、マッサージ又は化粧料を用いる美容施術の効果の評価方法、皮膚表面を冷却又は加温し
た場合の皮膚血流量の変化率を指標とする美容上の皮膚血管応答性の評価方法、及び皮膚
表面を冷却又は加温した場合の皮膚血流量の変化率を指標とする美容上の肌状態の評価方
法を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、これらの方法を実施するために用いる好適な装置として、皮膚にレー
ザー光を照射する照射端子と、皮膚で散乱されたレーザー光を受光する受光端子を備えた
レーザー血流計であって、照射端子と受光端子が、皮膚に接触させるフローセルの一面に
取り付けられており、フローセルに第１温度の液体と第２温度の液体が切替えられて循環
するように、第１温度の液体の貯液槽と第２温度の液体の貯液槽が流路切替部材を介して
フローセルと連通しているレーザー血流計を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の美容施術の効果の評価方法によれば、マッサージや化粧料を用いる美容施術が
安静時の肌にもたらす美容効果、より具体的には、マッサージや化粧料を用いる美容施術
を継続することにより徐々に高められる皮膚の血管応答性を、皮膚表面を冷却又は加温し
た場合の皮膚血流量の変化率を指標として、良好に評価することが可能となる。
【００１５】
　ここで、血管応答性とは、周辺組織の活動状態や温度変化等の刺激に応じて血管を収縮
させたり拡張させたりし、血流量を調節する能力のことをいう。血管応答性の良い人は肌
状態（皮膚水分量や肌色の明るさなど）が良いことが観察されており、またマッサージの
継続により、安静時血流が未だ変化していないうちに血管応答性は上昇することが観察さ
れている。
【００１６】
　したがって、本発明の方法によれば、本人がなかなか効果を実感しにくいマッサージ等
の美容施術の連用効果を、本人に客観的に認識させることが可能となり、美容施術の継続
を動機づけることが可能となる。また、美容施術の連用効果を客観的に評価できることに
より、マッサージ手法や、マッサージ剤、基礎化粧料等の化粧料の開発にも有用となる。
【００１７】
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　また、血管応答性の評価を美容上の肌診断で行うと、現在の肌状態や、今後肌状態が向
上する潜在能力を簡便に判定し、血管反応力、血流応答性、血管レスポンス、血管内皮機
能等の言葉を用いて美容アドバイスを行うことができる。
【００１８】
　一方、本発明のレーザー血流計によれば、本発明の評価方法を顔面においても簡便に行
うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ本発明を詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施例のレーザー血流計のブロック図である。このレーザー血流計
１は、皮膚にレーザー光を照射する照射端子２と皮膚で散乱されたレーザー光を受光する
受光端子３からなるセンサー部と、温度計４の温度センサー端子５を、フローセル１０の
皮膚への接触面の中央部に設けたものとなっている。
【００２１】
　ここで、レーザー血流計本体６としては、公知のものを使用することができる。例えば
、特開平8-182658号公報に記載のマルチチャンネルのもの等を用いることができる。
【００２２】
　フローセル１０は、皮膚に接触させて皮膚表面を所定の温度に制御するものであり、熱
交換が十分に行えること、凹凸のある顔面皮膚に密着させられること等の点から、外形が
直径１０～６０ｍｍ、好ましくは直径３０～５０ｍｍの円盤状で、その内部に環状に液流
路が設けられているものが好ましい。また、その材質は、特に限定されないが、加工の容
易性、強度、透明性等の点から、アクリル樹脂、ＰＥＴ、ＰＥ等が好ましい。また、熱交
換効率を高めるために、底面を金属(ステンレス、銅、アルミニウム等)にすることもでき
る。
【００２３】
　フローセル１０は、血流量の測定部位となる皮膚を所定の温度に冷却又は加温できるよ
うに、第１温度の液体Ｌ１が充填されている貯液槽１１と、第２温度の液体Ｌ２が充填さ
れている貯液槽１２とに、三方コック、電磁弁等の流路切替部材１３を介して連通してお
り、貯液槽１１、１２に連結して設けられたポンプ（図示せず）により、フローセル１０
内には、第１温度の液体Ｌ１又は第２温度の液体Ｌ２が切替られて循環するようになって
いる。
【００２４】
　ここで、貯液槽１１、１２に貯留する液体としては、比熱、安全性、入手容易性の点か
ら水又はアルコール等の水性溶剤等が好ましい。水には防腐効果のある剤を添加してもよ
い。また、その設定温度は、第１温度を、例えば、温度３０～３５℃の通常の皮膚温の範
囲、特に、３０～３２℃に設定することが好ましい。一方、第２温度は、第１温度よりも
低温又は高温に設定され、低温の場合には４～１５℃とすることが好ましく、高温の場合
は、３６～４２℃に設定することが好ましい。皮膚温から５℃以上好ましくは１０℃以上
の温度差を付けることにより、明確な反応を得ることができる。
【００２５】
　このレーザー血流計１を用いて、本発明の美容施術の効果の評価方法を実施する好まし
い態様としては、まず、美容施術の効果を評価したい皮膚の部位にフローセル１０を接触
させる。その場合、例えば、図２に示すように被験者Ｐの頬を血流の測定部位とするとき
には、任意の基台に一端が固定された支持アーム１４で被験者Ｐに対するフローセル１０
の位置を固定することが好ましい。更に、皮膚との密着性を高めるために粘着テープを用
いて固定してもよい。
【００２６】
　次に、フローセル１０に第１温度（温度３０～３５℃）の液体Ｌ１として温水を循環さ
せ、所定時間内の平均の血流量を求め、これを安静時血流量（Ｆ1）とする。図３は、こ
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の場合の時間と血流量の関係を示している。温水循環後の血流量の測定時間（ｔ1）は、
安定した測定値を得るために１～１５分間、好ましくは１～５分間に設定することが好ま
しい。
【００２７】
　次に、流路切替部材１３である三方コックを切替え、フローセル１０に第２温度（４～
１５℃）の液体として冷水を一定時間（１～１０分間）循環後、所定時間（ｔ2）内の血
流量の平均を求め、これを冷却時血流量（Ｆ2）とする。この冷水循環後の血流量の測定
時間（ｔ2）は、最も血流量が低下したところを測定するために、１０秒から２分間とす
ることが好ましく、特に３０秒から１分間とすることがより好ましい。
【００２８】
　第２温度を一定時間循環後、直ちに、フローセル１０に再度第１温度の温水を一定時間
（２～１５分間）循環させ、その後所定時間（ｔ3）内の血流量の平均を求め、これを加
温時血流量（Ｆ3）とする。この温水循環後の血流量の測定時間（ｔ3）は、安定した測定
値を得る点から、３０秒～２分間の範囲で設定することが好ましく、特に、３０秒～１分
間の範囲で設定することが好ましい。
【００２９】
　なお、冷水や温水を循環させると血流量は変化後略一定値で安定するが、それまでにか
かる時間には個人差があり、これこそが血管応答性の違いを示している。そこで、血流量
の測定は、この血管応答性の個人差を良好に識別できるように、冷水や温水を循環させた
後、一定時間で行うことが好ましい。
【００３０】
　本発明では、こうして得られた安静時血流量（Ｆ1）に対する冷却時血流量（Ｆ2）の変
化率（低下率）Ｒ1 ＝（Ｆ1－Ｆ2）／Ｆ1 、あるいは安静時血流量（Ｆ1）に対する加温
時血流量（Ｆ3）の変化率（回復率）Ｒ2 ＝（Ｆ3－Ｆ2）／Ｆ1を求め、これを指標として
マッサージ又は化粧料を用いる美容施術の効果を評価する。これらを指標とすることによ
り、単に安静時の血流量を計測したのでは検出できない美容施術の効果を検出することが
でき、特に美容施術の連用による肌状態の向上を血管応答性の向上として検出することが
できる。
【００３１】
　冷却時の血流量の変化率Ｒ1 ＝（Ｆ1－Ｆ2）／Ｆ1 、あるいは加温時の血流量の変化率
Ｒ2 ＝（Ｆ3－Ｆ2）／Ｆ1 を用いて美容施術の効果を評価するにあたり、これらの変化率
の和（Ｒ1 ＋Ｒ2 ）あるいは平均（（Ｒ1 ＋Ｒ2 ）／２）を求め、それを指標として肌状
態或いは美容施術の効果を評価してもよい。これにより、冷却時の血管応答性と加温時の
血管応答性の双方の観点から美容施術の効果を評価することが可能となる。
【００３２】
　この他、このレーザー血流計１を用いた本発明の評価方法としては、血流量測定の最初
に、フローセル１０に温水も冷水も循環させることなく室温での安静時血流量（Ｆ1）を
求め、その後、フローセル１０に順次、冷水と温水を循環させ、冷却時の血流量の変化率
Ｒ1 ＝（Ｆ1－Ｆ2）／Ｆ1 と加温時の血流量の変化率Ｒ2 ＝（Ｆ3－Ｆ2）／Ｆ1 を求めて
もよい。
【００３３】
　更に、第２温度を通常の皮膚温よりも高い３６～４２℃に設定し、同様に測定すること
も出来る。また、この場合にも、血流量測定の最初に、フローセル１０に温水も冷水も循
環させることなく室温での安静時血流量（Ｆ1）を求め、その後フローセル１０に順次、
第２温度の温水と第１温度の温水を循環させ、加温時の血流量の変化率と冷却時の血流量
の変化率を求めてもよい。
【００３４】
　以上のように、第１温度と第２温度の設定は適宜変えることが可能であるが、第１温度
を温度３０～３５℃に設定し、第２温度を冷水とする方法が、安定した測定結果を得られ
る点から特に好ましい。
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【００３５】
　血流量の変化率は、測定部位を所定時間加温又は冷却している間の平均の血流量に代え
て、その間の血流量の中間値に基づいて算出してもよく、また、冷却の場合には血流量の
最小値、加温の場合には血流量の最大値に基づいて変化率を求めてもよい。
【００３６】
　また、本発明の評価方法で皮膚を冷却又は加温するにあたり、その手法としては、上述
のフローセルを使用することなく、ペルチェ素子等を使用してもよいが、フローセルに温
度の違う液体を流すシステムを用いると熱交換容量が大きく、皮膚との接触部分を軽量化
でき、迅速に温度の切り替えが可能なので好ましい。
【００３７】
　本発明の評価方法で評価することのできる美容施術としては、マッサージ剤を使用した
美容マッサージ、あるいはマッサージ剤を使用しない美容マッサージ、器具等を用いた美
容マッサージのほか、基礎化粧料、パック、入浴剤等の化粧料を用いる肌の手入れ等をあ
げることができる。
【実施例】
【００３８】
　以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。
【００３９】
　実施例１
　表１の処方のマッサージ剤をさくらんぼ大の使用量で用いて、毎日１回、３０秒間の全
顔マッサージを継続して4週間行った女性パネラー15名について、図１に示したレーザー
血流計を用いて、そのマッサージの継続効果を評価した。
【００４０】
【表１】

(*1)１次粒子としてポリエチレン粉末（平均粒径５μｍ）を使用し、結合剤として硬化ナ
タネ油３wt％とヒドロキシルプロピルセルロース６wt％を使用し、特開平６－２７１４１
４号公報記載の方法にしたがって製造したもの
【００４１】
　この場合、血流の測定部位は、各パネラーの頬とした。
【００４２】
　レーザー血流計の本体部分には、レーザードップラー血流計（PowerLab Model 825, AD
Instruments）を使用し、フローセル１０に循環させる水は、図３に示すように、温水、
冷水、温水の順で順次切り替えた。この温水及び冷水の温度、それらの循環時間、及び流
量は、次の通りとした。
【００４３】
　温水：30℃
　冷水：10℃
　循環時間：温水1分間、冷水2分間、温水5分間
　流量：約1Ｌ/分
　室温24℃、湿度45%
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　フローセル径　４ｃｍ
【００４４】
　血流測定では、
安静時血流量（Ｆ1）として、初期の温水循環１分間の平均血流量を求め、
冷却時血流量（Ｆ2）として、2分間の冷水循環終了後30秒間の平均血流量を求め、
加温時血流量（Ｆ3）として、冷水循環終了後の温水循環5分間のうち最後の30秒間（温水
循環開始後4分30秒～5分）の平均血流量を求めた。
【００４５】
　そして、これらの血流量を基づいて、
冷却時の血流量の変化率Ｒ1（％）＝100×（Ｆ1－Ｆ2）／Ｆ1　と、
加温時の血流量の変化率Ｒ2（％）＝100×（Ｆ3－Ｆ2）／Ｆ1　を求め、さらに
これらの平均値Ｒav（％）＝（Ｒ1 ＋Ｒ2 ）／２　を求めた。
【００４６】
　図４Ａ、図４Ｂに、マッサージ開始前とマッサージ継続4週間後の安静時血流量（Ｆ1）
と、冷却時の血流量の変化率Ｒ1 と加温時の血流量の変化率Ｒ2 との平均値Ｒav を示し
た。
【００４７】
　この結果から、マッサージ継続4週間後に、変化率の平均値Ｒav は、マッサージ開始前
に比して有意に向上していたが、安静時血流量（Ｆ1）はマッサージ開始前と差異が認め
られないこと、したがって、本発明の方法によれば、安静時血流量の測定では検出するこ
とができない血管応答性の向上効果を検出できることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の評価方法及びこの評価方法に用いるレーザー血流計は、マッサージや化粧料を
用いる美容施術の評価を行う種々の分野、例えば、美容アドバイス、化粧料の販売、マッ
サージ手法や化粧料の開発等において有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】レーザー血流計のブロック図である。
【図２】フローセルを測定部位に接触させた状態の模式図である。
【図３】フローセルを測定部位に接触させた場合の時間と血流との関係図である。
【図４Ａ】マッサージ開始前とマッサージ開始４週間の安静時血流量（Ｆ1）のグラフで
ある。
【図４Ｂ】マッサージ開始前とマッサージ開始４週間の血流量の変化率の平均値Ｒav の
グラフである。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　レーザー血流計
　２　　照射端子
　３　　受光端子
　４　　温度計
　５　　温度センサー
　６　　レーザー血流計本体
１０　　フローセル
１１　　貯液槽
１２　　貯液槽
１３　　流路切替部材
　Ｐ　　被験者
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